
こころちゃん

人権コラム　　心、豊かに
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問人権啓発センター
　☎㉒８０１７（市役所別館１階）

「
上
級
救
命
講
習
」を
定
期
開
催
し
ま
す
。
参
加

人
数
が
15
人
未
満
の
場
合
は
、定
期
開
催
の
各

講
習
を
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

申
込
方
法
等
の
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問 

日
田
消
防
署
救
急
係
☎
㉔
２
２
０
４

ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
婚
活
！
【
要
事
前
申
込
】

■
と
き
・
対
象（
い
ず
れ
も
午
後
７
時
～
９
時
）

①
３
月
16
日
㈯
　
20
～
40
代
の
独
身
男
女

②
３
月
23
日
㈯
　
50
代
以
上
の
独
身
男
女

■
と
こ
ろ
　
ス
ロ
ー
カ
フ
ェ
丸
山
店

■
募
集
数

　
①
②
と
も
に
男
性
８
人
、女
性
８
人

■
参
加
料
　
３
千
円（
ア
ル
コ
ー
ル
は
別
途
）

問
天
使
の
お
つ
会（
矢
野
）

　
☎
０
９
０
‐
８
３
９
８
‐
３
４
１
２

■
貸
付
期
間
　
４
月
１
日
～
令
和
７
年
３
月
31
日

■
利
用
料
　
１
区
画
千
円（
契
約
時
に
納
入
）

■
申
込
期
限
　
３
月
22
日
㈮

※ 

申
込
方
法
等
の
詳
細
は
、左
記
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
日
田
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
☎
㉔
２
１
２
３

●
日
田
蚤
の
市

□
と
き
　
３
月
10
日
㈰
　
午
前
10
時
～
午
後
５
時

□
と
こ
ろ
　
月
隈
公
園

問PetitLuxe

花
田

　
☎
０
８
０
‐
８
５
７
２
‐
３
０
０
２

● 

い
い
ち
こ
春
の
蔵
開
き

□
と
き
　
３
月
30
日
㈯
・
31
日
㈰

　
午
前
10
時
～
午
後
４
時

□
と
こ
ろ
　
い
い
ち
こ
日
田
蒸
留
所

※
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
有
り
。

問
い
い
ち
こ
日
田
蒸
留
所
☎
㉕
５
６
０
０

Information�３.１ 次回の広報ひた３月15日号は、３月15日㈮に発送します。

　
ひ
た
暮
ら
し
推
進
室
移
住
促
進
係

　
☎
㉒
８
３
８
３（
市
役
所
６
階
）

苗
木
の
無
料
配
布

環
境
緑
化
運
動
の
一
環
と
し
て
、花
木
の
苗
木

を
配
布
し
ま
す
。

■
と
き
　
３
月
８
日
㈮
　
午
前
10
時
～

■
と
こ
ろ
　
中
城
体
育
館
入
口

■
配
布
本
数
　
苗
木
を
１
２
０
本
程
度（
先
着
順
）

※ 

配
布
会
場
で
は
緑
の
募
金
活
動
を
行
い
ま
す
。

問
林
業
振
興
課
森
林
整
備
係

　
☎
㉒
８
２
１
２（
市
役
所
３
階
）

生
き
が
い（
8
坪
）農
園

新
規
利
用
者
募
集

■
農
園
名
・
利
用
区
画

①
竹
田
農
園（
17
区
画
） 

②
田
島
農
園（
１
区
画
）

■
農
園
面
積
　
１
区
画
約
26
㎡

未来を紡ぐために

　「ギャップ」。二つの事象や状態、期待と現実
などの間に存在する「差異」を指す言葉。例え
ば、男女間で家事や育児などに対する意識や負
担（責任）に差異がある“家事ギャップ”。また育
児に関して、親世代や祖父母世代との考え方の
差異を表す“子育て世代間ギャップ”などがあり
ます。
　“家事ギャップ”は、総務省が実施した「社会
生活基本調査（令和3年）」で顕著に示されてい
ます。6歳未満の子を持つ世帯の1日の家事（育
児・介護・看護なども含む）に費やす平均時間
は、夫の1時間54分に対し、妻は7時間28分と
なっており、平成28年と比べると夫婦間の差は
縮まっているものの、まだまだ相当の開きがある
ようです。
　この差をできるだけ縮め、どちらか一方に負担
が偏ることのないよう、家事や育児、さらには仕
事を含む暮らしの全般については、夫婦で対話し、
知識などのギャップを埋める努力が大切です。そ
の際には、内閣府が作成した「夫婦が本音で話
せる魔法のシート／○○家作戦会議」を参考に
するのもひとつの方法です。
　共働き世帯の増加によって、祖父母が育児に
参加する場面が多くなったことで、注目されるよ
うになった“子育て世代間ギャップ”は、そのギャッ
プに対する戸惑いから、トラブルに発展してしまう
ケースもあるようです。世代間で育児に関する考
え方に差異があるのは当然なことかもしれません
が、昔と今の子育ての特徴をお互いに認知するこ
とは、ギャップの解消に役立つはずです。祖父母
世代が親世代の子育てを応援し、親世代は祖父
母世代から大きな協力を得るという相互作用によ
り、子育てに「ゆとり」が生まれるという期待が持
てます。
　時代とともに生活環境や物ごとに対する価値
観も激しく変わっていきます。家庭（家族間）でコ
ミュニケーションを図り、お互いに尊重し価値観
を共有することが、次世代を担う子どもたちの個
性を伸ばし、穏やかな生活を送るための導きにな
るのではないでしょうか。

親
子
ふ
れ
あ
い
教
室

子
供
の
健
や
か
な
成
長
や
発
達
を
促
す
と
と
も

に
、安
心
し
て
小
学
校
に
入
学
す
る
準
備
の
た

め
に
、子
供
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
の
教
室

を
開
催
し
ま
す
。

■
と
き
　
３
月
22
日
㈮
　
午
後
１
時
30
分
～

■
と
こ
ろ
　
ウ
ェ
ル
ピ
ア

■
対
象
　 

就
学
に
向
け
て
不
安
の
あ
る
子
供
と

親
又
は
家
族
等

■
相
談
員

　
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
、保
健
師
等

■
申
込
方
法
　
左
記
に
電
話
又
は
フ
ァ
ッ
ク
ス

■
申
込
期
限
　
３
月
15
日
㈮

問
健
康
保
険
課
健
康
支
援
係（
ウ
ェ
ル
ピ
ア
内
）

　
☎
㉔
３
０
０
０ 

℻
㉔
０
３
２
１

救
急
講
習
の
定
期
開
催
を
始
め
ま
す

４
月
か
ら「
一
般
救
急
講
習
」「
普
通
救
命
講
習
」

イ
ベ
ン
ト
・
募
集

タ
ウ
ン
情
報

くらしの情報市ホームページ（右記二次元コード）　https://www.city.hita.oita.jp/
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お
知
ら
せ

を
所
有
し
て
い
る
人
は
、マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル（
左
記

二
次
元
コ
ー
ド
）か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
転
出
の

届
出
が
で
き
ま
す
。
転
出
届
出
時
の
来
庁
は
原

則
不
要
で
す
が
、転
入
先
の
市
区
町
村
窓
口
で

転
入
等
の
手
続
が
必
要
で
す
。

問
市
民
課
窓
口
サ
ー
ビ
ス
係

　
☎
㉒
８
２
０
４（
市
役
所
１
階
）

す
ぎ
っ
子
こ
ど
も
園

な
か
つ
え
保
育
園
　
閉
園
式

す
ぎ
っ
子
こ
ど
も
園
及
び
な
か
つ
え
保
育
園
の

移
転
・
統
合
に
伴
い
、閉
園
式
を
執
り
行
い
ま
す
。

①
す
ぎ
っ
子
こ
ど
も
園

■
と
き
　
３
月
17
日
㈰
　
午
前
９
時
30
分

②
な
か
つ
え
保
育
園

■
と
き
　
３
月
17
日
㈰
　
午
前
11
時

問
こ
ど
も
未
来
課
子
育
て
政
策
係

　
☎
㉒
８
３
１
７（
市
役
所
１
階
）

長
寿
苑
・
つ
え
っ
子
こ
ど
も
園

合
同
開
所
式

４
月
か
ら「
津
江
高
齢
者
生
活
福
祉
セ
ン
タ
ー

長
寿
苑
」及
び「
日
田
市
立
つ
え
っ
子
こ
ど
も

園
」を
中
津
江
ホ
ー
ル
跡
地
に
開
設
す
る
こ
と

に
伴
い
、合
同
開
所
式
を
開
催
し
ま
す
。

■
と
き
　
４
月
６
日
㈯
　
午
前
10
時
～

■
と
こ
ろ
　
長
寿
苑
多
目
的
交
流
室

問
長
寿
福
祉
課
長
寿
福
祉
係

　
☎
㉒
８
２
９
９（
市
役
所
１
階
）

　
こ
ど
も
未
来
課
子
育
て
政
策
係

　
☎
㉒
８
３
１
７（
市
役
所
１
階
）

【
予
約
制
】マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

申
請
・
受
取
り
が
で
き
ま
す

■
３
月
の
開
庁
日

・
３
月
７
日
㈭
・
19
日
㈫

　
午
後
５
時
30
分
～
７
時
30
分

・
３
月
31
日
㈰
　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

■
と
こ
ろ
　
市
民
課（
市
役
所
１
階
）

※
前
日（
開
庁
時
間
帯
）ま
で
に
予
約
が
必
要
で
す
。

問
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
お
問
い
合
わ
せ
ダ
イ
ヤ
ル

　
☎
㉒
８
３
０
３（
市
役
所
１
階
）

物
価
高
騰
重
点
支
援
給
付
金（
非
課
税

世
帯
）の
申
請
期
限
を
延
長
し
ま
す

広
報
ひ
た
１
月
１
日
号
で
お
知
ら
せ
し
た
、令

和
５
年
度
の
非
課
税
世
帯
に
対
す
る
物
価
高
騰

重
点
支
援
給
付
金
の
申
請
期
限
を
、４
月
30
日

㈫
ま
で
延
長
し
ま
す
。ま
だ
申
請
が
お
済
み
で

な
い
人
は
期
限
内
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
社
会
福
祉
課
福
祉
総
務
係

　
☎
㉒
８
２
０
３（
市
役
所
１
階
）

４
月
１
日
か
ら
日
田
市
立
東
渓
診
療
所
の

診
療
体
制
が
変
わ
り
ま
す

３
月
31
日
㈰
に
、後
藤
浩
先
生
が
退
任
さ
れ
、

大
分
県
立
病
院
か
ら
、浦う

ら
い
さ
み勇

慶
一
先
生
が
着
任

し
ま
す
。
診
療
日
が
こ
れ
ま
で
と
変
更
に
な
り

ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
診
療
日
　
月
～
水
曜
日
・
金
曜
日

■
休
診
日
　
木・土・日
曜
日
、祝
日
、年
末
年
始

■
診
療
時
間
　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

問
日
田
市
立
東
渓
診
療
所
☎
�
２
５
０
０

　
健
康
保
険
課
保
健
医
療
係

　
☎
㉒
８
３
７
０（
市
役
所
３
階
）

「
親
な
き
あ
と
」相
談
会

障
が
い
が
あ
る
人
の「
親
な
き
あ
と
」の
不
安
や

悩
み
に
つ
い
て
、相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
と
き
　
①
３
月
６
日
㈬
　
午
前
９
時
～
正
午

健
康
・
福
祉

有
害
鳥
獣
一
斉
捕
獲
の
実
施

猟
友
会
有
害
鳥
獣
捕
獲
班
に
よ
る
有
害
鳥
獣
県

内
一
斉
捕
獲
が
行
わ
れ
ま
す
。
山
に
入
る
際
に

は
、事
故
防
止
の
た
め
目
立
つ
服
装
や
音
の
鳴

る
も
の（
ラ
ジ
オ
等
）の
携
帯
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
県
内
一
斉
捕
獲
日
　
３
月
17
日
㈰

■
九
州
シ
カ
広
域
一
斉
捕
獲
期
間

　
３
月
17
日
㈰
～
24
日
㈰

※ 

３
月
17
日
㈰
及
び
24
日
㈰
は
一
斉
捕
獲
日
と

な
っ
て
い
ま
す
。

問
林
業
振
興
課
有
害
鳥
獣
対
策
係

　
☎
㉒
８
２
１
２（
市
役
所
３
階
）

日
新
林
業
基
金
の
助
成

■
助
成
対
象
事
業

・
造
林
事
業
　
植
樹
祭
等
の
苗
木
代
等

・
木
育
事
業
　
木
育
事
業
実
施
に
必
要
な
経
費

・
人
材
育
成
等
　
研
修
等
実
施
に
必
要
な
経
費

・
山
林
再
生
に
必
要
な
事
業

■
申
込
方
法

　 

日
新
林
業
基
金
協
議
会
事
務
局
に
備
付
け
の

計
画
書
に
記
入
の
上
、提
出

■
申
込
期
限
　
３
月
29
日
㈮

※ 

応
募
者
の
中
か
ら
、協
議
会
で
趣
旨
や
内
容

を
審
査
し
、補
助
の
可
否
、ま
た
金
額
等
を

決
定
し
ま
す
。

問
日
新
林
業
基
金
協
議
会
事
務
局

　（
日
田
地
区
原
木
市
場
協
同
組
合
事
務
局
内
）

　
☎
㉔
６
０
３
５ 

℻
㉔
７
４
７
６

　
林
業
振
興
課
森
林
整
備
係

　
☎
㉒
８
２
１
２（
市
役
所
３
階
）

転
出
届
は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
！

電
子
証
明
書
が
有
効
な
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

②
３
月
13
日
㈬
　
午
後
１
時
～
４
時

�

■
と
こ
ろ

　
日
田
市
障
が
い
者
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

�

■
申
込
方
法
　 

左
記
に
電
話
、フ
ァ
ッ
ク
ス
又

は
メ
ー
ル
で
申
込
み

■
申
込
期
限
　
①
②
と
も
に
前
日
の
午
後
５
時

問
日
田
市
障
が
い
者
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

　
☎
㉘
５
５
４
４ 

℻
㉘
５
５
４
６

　
🅼🅼hitakikan@

circus.ocn.ne.jp

在
宅
介
護
者
の
集
い
・
個
別
相
談
会

在
宅
で
認
知
症
の
人
を
介
護
さ
れ
て
い
る
家
族

等
が
集
ま
り
、介
護
の
相
談
や
情
報
交
換
等
を

行
い
ま
す
。

■
と
き
　
３
月
14
日
㈭
　
午
後
１
時
～
３
時

■
と
こ
ろ
　
市
役
所
７
階
　
７
０
１
会
議
室

■
申
込
方
法
　
左
記
に
電
話
で
申
込
み

■
申
込
期
限
　
３
月
13
日
㈬

※ 

希
望
者
は
終
了
後
に
個
別
相
談
が
で
き
ま
す
。

※ 

個
別
相
談
の
み
の
参
加
も
で
き
ま
す
。

問
長
寿
福
祉
課
長
寿
福
祉
係

　
☎
㉒
８
２
９
９（
市
役
所
１
階
）

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

認
知
症
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、認
知
症
の

人
と
そ
の
家
族
を
見
守
り
支
え
る「
応
援
者
」と

な
る
た
め
の
養
成
講
座
を
行
い
ま
す
。
受
講
者

に
は
、認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
証
で
あ
る「
オ

レ
ン
ジ
リ
ン
グ
」を
渡
し
ま
す
。

■
と
き
　
３
月
19
日
㈫ 

午
後
７
時
～
８
時
30
分

■
と
こ
ろ
　
市
役
所
７
階
　
中
会
議
室

■
募
集
数
　
30
人（
先
着
順
）

■�

申
込
方
法

　 

電
子
申
請（
左
記
二
次
元
コ
ー
ド
）又
は
左
記

に
電
話
で
申
込
み

■
申
込
期
限
　
３
月
14
日
㈭

問 

長
寿
福
祉
課
長
寿
福
祉
係

　
☎
㉒
８
２
９
９（
市
役
所
１
階
）


